
名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業実施要綱 

第 1章 総則 

 （目的） 

第    1条 この要綱は、名古屋市補助金等交付規則（平成17年名古屋市規則第 

187号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、事業実施に関する基本

的な事項を定め、屋外分煙施設の普及を図り、屋外の分煙対策を推進するこ

とにより、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、市民の健康で快適な

生活の維持向上を図ることを目的とする。 

 （用語の定義） 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 屋外分煙施設 

   施設の全部の場所を喫煙する場所とする屋外の分煙施設をいう。 

 (2) パーティション型 

   壁で囲まれ、かつ上方が開放された構造物をいう。 

 (3) コンテナ型 

   壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖系の構造物をいう。 

 （助成の対象） 

第 3条 助成金の交付の対象は、屋外分煙施設の設置（喫煙場所としていたも

のを改修する場合を含む（助成金により設置したものを除く。）。以下同じ。）

に係る費用（以下「設置費用」という。）及び屋外分煙施設の運用に係る費

用（以下「運用費用」という。）とする。 

 2 助成金の交付の対象となる者は、名古屋市内の土地又は建物を所有若しく

は使用する者又は団体であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者と

する。ただし、国、独立行政法人及び地方公共団体を除く。 

 (1) 法人税、市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税を滞納してい

ないこと。 

       (2) 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされていないこと。 

(3) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てが 



  なされていないこと。 

(4) 名古屋市暴力団排除条例（平成24年名古屋市条例第19号）第 2条第 2号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者又は同条第 1

号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であるこ

と。 

3 設置費用に係る助成金（以下「設置費用助成金」という。）の交付の対象

となる者は、前項で定める者のうち、名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事

業事務取扱要領に定める方法により決定する者とする。 

4 運用費用に係る助成金（以下「運用費用助成金」という。）の交付の対象

となる者は、前項の対象者のうち、別図に定める重点整備区域に屋外分煙施

設を設置する者とする。 

 5 助成金の交付の対象となる期間は、設置費用助成金の交付決定後から交付

決定年度の 3月31日までとし、運用費用助成金については、屋外分煙施設の

運用が行われている年度初日から末日までとする。 

 （助成対象となる屋外分煙施設） 

第 4条 助成対象となる屋外分煙施設は、次の各号に掲げる要件をすべて満た

すものとする。 

 (1) 設置場所が名古屋市内であること。ただし、健康増進法（平成14年法律

第 103号）第28条第 5号に定める第一種施設に該当する場所を除く。 

 (2) パーティション型又はコンテナ型の屋外分煙施設は、それぞれ次に掲げ

る要件を満たすこと。 

  ア パーティション型 

   (ｱ) 壁については、一定程度の高さ（ 2.5～ 3メートル程度）があるこ

と。 

   (ｲ) 出入口には、煙の流出防止のためのクランクがあること（ 2回以上

のクランクがあることが望ましい）。 

   (ｳ) 四方の壁の下部に給気用の隙間を設け、すべての個所で10センチメ

ートル以下とすること。 

   (ｴ) 施設に屋根を設置する場合は施設上方の一部とし、 4方向に開口部

を設け、屋根は勾配をつけるとともに、主たる開口部は人通りの少な

い場所に向けること。 



  イ コンテナ型 

   (ｱ) 排気口が天井近くの高い位置にあり、ダクトの向きは人通りの少な

い場所に向いていること。 

   (ｲ) 給気口（出入口と兼ねることも考えられる）は、排気口の反対側に 

設置されていること。 

(ｳ) 屋外排気設備は適正な能力を有するものとし、また、外壁等の下

部にはガラリを設けることなどにより、施設内の給排気を適正に処理

すること。 

 (3) 名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業の手引きを参考に、受動喫煙対

策のための措置を講じること。 

 (4) 屋外分煙施設が喫煙可能場所であること及び20歳未満の者が立入り禁止

であることが分かる表示をすること。なお、表示は、外国人を含め、だれ

でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。 

 (5) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 

第 2章 施設設置費用助成金 

 （助成対象経費） 

第 5条 設置費用助成金の対象経費は、屋外分煙施設の設置に係る次に掲げる

経費とする。なお、屋外分煙施設の設置について、別に国・愛知県等から助

成金等の交付を受ける場合は、設置費用助成金の助成対象経費から控除する。 

 (1) パーティション、コンテナの購入、設置等に係る経費 

 (2) 屋外分煙施設と併せて設置することが必要であると認められる、防犯カ

メラ等附属物の購入、設置等に係る経費 

 (3) 屋外分煙施設の管理に必要であると認められる、灰皿、清掃中であるこ

とを示す看板等備品の購入経費 

 （助成額） 

第 6条 設置費用助成金の額は、予算の範囲内において、前条に掲げる経費の

10分の10とし、屋外分煙施設 1箇所につき 300万円を限度額とする。ただし、 

1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第 7条 設置費用の助成を受けようとする者（以下「設置費用助成金申請者」 

という。）は、屋外分煙施設の設置に関する契約の締結前かつ工事の着工前



に、名古屋市屋外分煙施設設置費用助成金交付申請書（第 1号様式）に次の

各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 (1) 施設設置計画書（第 2号様式） 

 (2) 屋外分煙施設を設置する土地又は建物について、正当な所有者又は使用

者であることを証する書面（登記事項証明書や賃貸借契約書等の写し） 

 (3) 屋外分煙施設を設置する場所の周辺の地図 

 (4) 屋外分煙施設の図面（案内図、配置図、平面図及び立面図） 

 (5) 屋外分煙施設を設置する前の設置場所の遠景、近景等の写真 

 (6) 屋外分煙施設の設置に係る見積書（ 2者）の写し（工事、備品等） 

 (7) この要綱に基づく助成以外の助成金等の支援を受けている場合は、その

内容及び内訳が分かる書類 

(8) 誓約書（第 3号様式） 

 (9) 納税証明書（前年の国税、県税、市税） 

 (10)その他、市長が必要と認める書類 

  （交付の条件） 

第 8条 規則第 6条第 2項の規定により設置費用助成金の交付の決定に付する

条件は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 屋外分煙施設の設置計画等を変更する場合、若しくは屋外分煙施設設置

工事を中止する場合、又は屋外分煙施設を廃止する場合においては、市長

の承認を受けること。 

 (2) 屋外分煙施設は、20歳未満の者を立入り禁止とすること。 

 (3) 屋外分煙施設は、一般に開放し、無料で利用できるようにすること。 

 (4) 市が屋外分煙施設として市公式ウェブサイト等で周知することに同意す

ること。 

 (5) 市が行う受動喫煙対策事業や禁煙啓発事業等に協力すること。 

 (6) 供用開始後、最低 5年間は継続して運用すること。ただし、別図に定め

る区域内の屋外分煙施設は最低 3年間とする。 

 (7) 清掃等を行い清潔な環境を保つとともに、利用方法を掲示して遵守させ

るようにする等望まない受動喫煙の防止のために適切な管理をすること。 

 (8) 概ね週 5日以上かつ週40時間以上運用すること。 

 (9) 公序良俗に反しないよう運用すること。 



 (10)設置した屋外分煙施設に対する苦情等については、自ら責任を持って対

応すること。 

 (11)屋外分煙施設の設置について、設置場所に隣接する建物の居住者等に周 

知し、理解を得るように努めること。 

 （交付決定の通知） 

第 9条 市長は、第 7条の規定により交付の申請があったときは、その内容を

審査し、設置費用助成金を交付すべきものと認めたときは、名古屋市屋外分

煙施設設置費用助成金交付決定通知書（第 4号様式）により、また、設置費

用助成金を交付すべきものでないと認めたときは、名古屋市屋外分煙施設設

置費用助成金不交付決定通知書（第 5号様式）により、設置費用助成金申請

者に対し通知するものとする。 

 （実績報告） 

第10条 設置費用助成金が交付決定された者（以下「設置費用助成金交付決定

者」という。）は、屋外分煙施設の設置工事完了後、速やかに市に報告し、

施設等の工事完了検査を受けたのち、名古屋市屋外分煙施設設置実績報告書

（第 6号様式。以下「設置実績報告書」という。）に、次の各号に掲げる書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 (1) 屋外分煙施設の図面 

 (2) 屋外分煙施設の全景及び主要な部分の写真 

 (3) 屋外分煙施設設置工事に係る施工業者からの請求書及び請求内訳、施工

業者の領収書の写し又はそれと同等と認められるもの 

 (4) その他、市長が必要と認める書類 

 （設置費用助成金の確定の通知） 

第11条 市長は、前条に規定する設置実績報告書を受理したときは、報告の内

容を審査するとともに、必要に応じて現地確認を行い、設置費用助成金の額

を確定し、その旨を名古屋市屋外分煙施設設置費用助成金確定通知書（第 7

号様式）により、設置費用助成金交付決定者に通知するものとする。 

 （設置費用助成金の請求） 

第12条 設置費用助成金の交付を受けようとする者は、前条の通知を受けたと 

  きは、速やかに、名古屋市屋外分煙施設設置費用助成金請求書（第 8号様式） 

を市長に提出しなければならない。 



（交付申請の取下げ） 

第13条 規則第 8条第 1項の規定による申請の取下げは、第 9条の交付決定通 

知後、設置費用助成金交付決定者が、その旨を記載した書面を市長に提出し

て行うものとする。 

 2 規則第 8条第 1項に規定する期日は、第 9条の規定による通知を受けた日

から15日を経過した日までとする。 

 （施設設置計画等の変更又は中止） 

第14条 設置費用助成金交付決定者は、第 8条第 1号の変更又は中止の承認を

受けようとするときは、速やかに、名古屋市屋外分煙施設設置計画等変更・

中止・廃止申請書（第 9号様式）を市長に提出しなければならない。 

 2 市長は、前項の提出書類を審査の上、承認する場合は、名古屋市屋外分煙

施設設置計画等変更・中止・廃止承認通知書（第10号様式）により、また、

不承認とする場合は、名古屋市屋外分煙施設設置計画等変更・中止・廃止不

承認通知書（第11号様式）により、設置費用助成金交付決定者に通知するも

のとする。 

 （屋外分煙施設の廃止） 

第15条 屋外分煙施設を設置した者（以下、「施設設置者」という。）は、第 8

条第 1号の屋外分煙施設の廃止の承認を受けようとするときは、速やかに、

名古屋市屋外分煙施設設置計画等変更・中止・廃止申請書（第9号様式）を

市長に提出しなければならない。 

 2 市長は、前項の提出書類を審査の上、承認する場合は、名古屋市屋外分煙

施設設置計画等変更・中止・廃止承認通知書（第10号様式）により、また、

不承認とする場合は、名古屋市屋外分煙施設設置計画等業変更・中止・廃止

不承認通知書（第11号様式）により、施設設置者に通知するものとする。 

 3 施設設置者は、前項の通知を受けて屋外分煙施設の廃止が完了したのち、

速やかに、名古屋市屋外分煙施設廃止報告書（第12号様式）に、次に掲げる

書類を添えて、市長に提出するものとする。 

    （施設状況等報告）    

第16条 施設設置者は、屋外分煙施設を設置した翌年度から屋外分煙施設を廃 

 止するまで毎年度、名古屋市屋外分煙施設状況等報告書（第13号様式。以下

「施設状況等報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 



2 施設設置者は、屋外分煙施設の供用開始後、第10条で定める設置実績報告 

書のうち、代表者、屋外分煙施設の区分及び土地所有形態内容を変更する場 

合、前項の施設状況等報告書を市長に提出しなければならない。 

 （財産の処分の制限） 

第17条 規則第23条ただし書きに規定する期間は、 5年とする。ただし、別図

に定める区域内の屋外分煙施設は、 3年とする。 

2 施設設置者は屋外分煙施設を、市長の承認を受けないで助成金の目的に反

する使用、譲渡等（以下「財産処分」という。）をしてはならない。ただし、

前項に定められた期間を経過した場合は、この限りでない。  

3 前項に係る手続きについては、名古屋市屋外分煙施設の財産処分等承認要

領に定める。 

第 3章 施設運用費用助成金  

（助成額） 

第18条 運用費用助成金の額は、予算の範囲内において、施設の運用を支援す

る給付金として屋外分煙施設 1箇所につき年間 144万円とする。 

（助成期間） 

第19条 運用費用助成金の助成期間は、屋外分煙施設を設置した翌年度から継

続した 5年間とする。ただし、年度途中で屋外分煙施設の運用を休止した場

合は休止期間を除き、屋外分煙施設を廃止した場合は当該日までの期間とす

る。 

 (交付申請） 

第20条 運用費用の助成を受けようとする者（以下「運用費用助成金申請者」

という。）は、名古屋市屋外分煙施設運用費用助成金交付申請書（第14号様

式）に次の各号に掲げる書類を添付して、毎年度、交付申請年度の当初、市

長に提出しなければならない。  

(1) 運用計画書（第15号様式） 

 (2) 屋外分煙施設の全景、施設内部の写真 

(3) 誓約書（第 3号様式） 

 (4) その他、市長が必要と認める書類 

（交付の条件） 

第21条 規則第 6条第 2項の規定により運用費用助成金の交付の決定に付する



条件は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 前条第 1号の運用計画書の内容等を変更する場合、又は、屋外分煙施設 

の運用を休止する場合は、市長の承認を受けること。  

 (2) 屋外分煙施設は、20歳未満の者を立入り禁止とすること。 

 (3) 屋外分煙施設は、一般に開放し、無料で利用できるようにすること。 

 (4) 市が屋外分煙施設として市公式ウェブサイト等で周知することに同意す

ること。 

(5) 市が行う受動喫煙対策事業や禁煙啓発事業等に協力すること。 

 (6) 清掃等を行い清潔な環境を保つとともに、利用方法を掲示して遵守させ

るようにする等望まない受動喫煙の防止のために適切な管理をすること。 

 (7) 概ね週 5日以上かつ週40時間以上運用すること。 

 (8) 公序良俗に反しないよう運用すること。 

 (9) 設置した屋外分煙施設に対する苦情等については、自ら責任を持って対

応すること。 

 (10)屋外分煙施設の運用について、設置場所に隣接する建物の居住者等に周 

知し、理解を得るように努めること。 

 （交付決定の通知） 

第22条 市長は、第20条の規定により交付の申請があったときは、その内容を

審査し、運用費用助成金を交付すべきものと認めたときは、名古屋市屋外分

煙施設運用費用助成金交付決定通知書（第16号様式）により、また、交付す

べきでないと認めたときは、名古屋市屋外分煙施設運用費用助成金不交付決

定通知書（第17号様式）により、運用費用助成金申請者に通知するものとす

る。 

 （運用計画の変更又は施設運用の休止） 

第23条 運用費用助成金が交付決定された者（以下「運用費用助成金交付決定

者」という。）は、第21条第 1号の変更又は休止の承認を受けようとすると

きは、速やかに、名古屋市屋外分煙施設運用計画等変更・休止申請書（第18

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 2 市長は、前項の提出書類を審査の上、承認する場合は、名古屋市屋外分煙

施設運用計画等変更・休止承認通知書（第19号様式）により、運用費用助成

金交付決定者に通知し、また、交付すべきでないと認めたときは、名古屋市



屋外分煙施設運用計画等変更・休止不承認通知書（第20号様式）により、運

用費用助成金交付決定者に通知するものとする。 

 （運用実績報告） 

第24条 運用費用交付決定者は、屋外分煙施設の交付決定年度終了後、速やか

に名古屋市屋外分煙施設運用実績報告書（第21号様式。以下「運用実績報告 

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

2  前項の運用実績報告書を提出する施設設置者は、第16条の名古屋市屋外分

煙施設状況等報告書の提出を省略できるものとする。 

 （運用費用助成金の確定の通知） 

第25条 市長は、前条に規定する運用実績報告書を受理したときは、報告の内

容を審査するとともに、必要に応じて現地確認を行い、運用費用助成金の額

を確定し、その旨を名古屋市屋外分煙施設設運用費用助成金確定通知書（第

22号様式）により、運用費用交付決定者に通知するものとする。 

 （運用費用助成金の請求） 

第26条 運用費用助成金の交付を受けようとする者は、前条の通知を受けたと

きは、速やかに、名古屋市屋外分煙施設運用費用助成金請求書（第23号様式）

を市長に提出しなければならない。 

第 4章 雑則 

  (交付決定の取消し) 

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交

付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

（1）虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) その他助成金の交付決定の内容または交付の条件に違反したとき。 

2 市長は、助成金の交付決定の全部または一部を取り消したときは、名古屋

市屋外分煙施設設置・運用費用助成金交付決定取消通知書（第24号様式）に

より交付決定者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第28条 市長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分の助成金がすでに交付されているときは、助成

金交付決定者に対し、期限を定めて助成金の全部または一部の返還を請求す



るものとする。 

  （検査等） 

第29条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認 

  めるときは、助成金交付者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は検査を

することができる。 

 （その他） 

第30条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、 

市長が別に定める。 

   附 則 

  この要綱は、令和 2年 9月 1日から施行する。 

   附 則 

1 この要綱は、令和 2年12月 1日から施行する。 

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱（以下「旧要綱」と

いう。）の規定に基づいて提出されている申請書等は、この要綱による改正

後の各要綱（以下「新要綱」という。）の規定に基づいて提出されたものと

みなす。 

3  この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、

新要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 

   附 則 

  この要綱は、令和 3年 9月 1日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、令和 5年 9月 1日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、令和 6年 7月 1日から施行し、令和 6年 4月 1日から適用す

る。 



別図（第 3条第 4項、第 8条第 6項、第17条第 1項関係） 

重点整備区域 （黒線で囲まれた区域） 


